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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲット回路のクリティカルパス遅延特性を把握するための遅延モニタ手段を有する
半導体装置であって、
　上記遅延モニタ手段の遅延モニタ結果に基づいて、上記ターゲット回路に供給すべき電
源電圧を設定する電圧設定信号を生成する電圧設定信号生成手段と、
　上記電圧設定信号により設定される電源電圧の最大値を前記半導体装置の製造ばらつき
において最も低速な特性を有するターゲット回路を動作させるために最低限必要な電圧に
制限する設定電圧制限手段と
　を有する半導体装置。
【請求項２】
　上記設定電圧制限手段は、
　制限すべき電源電圧の最大値を設定する最大電圧設定信号を記憶する第１の記憶手段と
、
　上記第１の記憶手段に記憶された最大電圧設定信号において設定される電源電圧の最大
値と、上記電圧設定信号において設定される電源電圧の値とを比較し、設定電圧が低い方
の信号を出力する比較手段とを含む、
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記第１の記憶手段は、記憶した信号を電気的に消去して書き換えることが可能である
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、
　請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　上記第１の記憶手段は、１つまたは複数のフューズ回路を含み、上記フューズ回路のフ
ューズの状態によって信号を記憶する、
　請求項２に記載の半導体装置。
【請求項５】
　複数の上記最大電圧設定信号を記憶する第２の記憶手段と、
　上記ターゲット回路の動作状態を示す信号に応じて選択した最大電圧設定信号を上記第
２の記憶手段から読み出して上記第１の記憶手段に転送する最大電圧信号転送手段と、を
さらに有する
　請求項３に記載の半導体装置。
【請求項６】
　上記設定電圧制限手段は、上記ターゲット回路の動作状態を示す信号に応じて、制限す
べき電源電圧の最大値を決定する、
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項７】
　上記設定電圧制限手段は、
　制限すべき電源電圧の最大値を設定する最大電圧設定信号をそれぞれ記憶する複数の第
１の記憶手段と、
　上記複数の第１の記憶手段に記憶される最大電圧設定信号の中から、上記ターゲット回
路の動作状態を示す信号に応じた最大電圧設定信号を選択する選択手段と、
　上記選択手段が選択した最大電圧設定信号において設定される電源電圧の最大値と、上
記電圧設定信号において設定される電源電圧の値とを比較し、設定電圧が低い方の信号を
出力する比較手段とを含む、
　請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　上記第１の記憶手段は、記憶した信号を電気的に消去して書き換えることが可能である
、
　請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　上記第１の記憶手段は、１つまたは複数のフューズ回路を含み、上記フューズ回路のフ
ューズの状態によって信号を記憶する、
　請求項７に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ターゲット回路のクリティカルパス遅延特性を把握するためのモニタ回路を有
する半導体装置に係り、特に、ターゲット回路であるＬＳＩに供給する電源電圧を適応的
に制御して低消費電力化を図る技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体回路では、低電力化のために、電源電圧を下げる方法が一般的に取られてい
る。これは半導体回路（ＬＳＩ）の消費電力のＡＣ成分が電源電圧の２乗に比例するため
で、ＬＳＩの低消費電力化には電源電圧の低減が最も効果的であるからである。
【０００３】
このような観点から、近年、ＬＳＩの動作周波数やプロセスばらつき、温度変化に対して
、電源電圧を動的に制御し、ＬＳＩが動作可能な最小電圧を適応的に供給する方法が報告
されている。
【０００４】
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このような適応的電源電圧制御を実現する例として、電源電圧制御の対象となるターゲッ
ト回路と同一のチップ上に、ターゲット回路のクリティカルパスに相当する遅延を模倣す
るレプリカ回路を搭載する手法が知られている（たとえば、特許文献１、特許文献２、特
許文献３を参照）。
この手法では、ターゲット回路に供給されるクロック信号の周期とレプリカ回路の遅延値
とを比較して、レプリカ回路の遅延値が動作クロックサイクル以内に収まるように電源電
圧の制御が行われる。
【０００５】
【特許文献１】
特開２０００－２１６３３８号公報
【特許文献２】
特開２０００－２９５０８４号公報
【特許文献３】
特開２００２－１００９６７号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
通常、製造されるＬＳＩには、その特性に種々のばらつきが生じる。たとえば、ＬＳＩに
供給される電源電圧Ｖｄｄと、ＬＳＩの動作が保証される最大のクロック周波数ｆｃｌｋ
－ｍａｘとの関係についても、個々のＬＳＩの特性は異なったものになる。
【０００７】
図６は、電源電圧Ｖｄｄと最大クロック周波数ｆｃｌｋ－ｍａｘとの関係の一例を図解し
た図である。
図６において、横軸は電源電圧Ｖｄｄを示し、縦軸は最大クロック周波数ｆｃｌｋ－ｍａ
ｘを示す。
また、曲線Ｃ１は、特性のばらつき範囲の中において最も動作速度が高速なＬＳＩの特性
を示す。曲線Ｃ３は、このばらつき範囲の中において最も動作速度が低速なＬＳＩの特性
を示す。曲線Ｃ２は、このばらつき範囲の中における典型的な特性を示す。
【０００８】
図６に示すように、一般に、最大クロック周波数ｆｃｌｋは電源電圧Ｖｄｄが大きくなる
ほど上昇する傾向がある。このため、同一の電源電圧を与えた場合、曲線Ｃ１の特性を有
するＬＳＩは、曲線Ｃ２，Ｃ３の特性を有するＬＳＩより高いクロック周波数で高速に動
作させることが可能である。
この関係を同一のクロック周波数について見ると、高速動作が可能なＬＳＩは、低速なＬ
ＳＩより低い電源電圧での動作が可能となる。たとえば図６においてクロック周波数ｆ１
の場合、曲線Ｃ３の特性を有するＬＳＩは最小でも電圧Ｖ３より大きな電源電圧が必要に
なるが、曲線Ｃ１，Ｃ２の特性を有するＬＳＩはそれより小さい電圧Ｖ１，Ｖ２まで電源
電圧を下げることができる。
【０００９】
一般にＬＳＩはこのような特性ばらつきを有しているため、通常は、いかなるサンプルに
おいても電圧Ｖ３と同じか、またはそれより大きい電源電圧を固定的に供給することによ
って、ＬＳＩの動作を保証している。
これに対し、レプリカ回路によって把握したターゲット回路の遅延特性に応じて電源電圧
の制御を行う上述した手法によれば、高速な特性を有するＬＳＩの電源電圧を、低速な特
性を有するＬＳＩの電源電圧より低く抑えることができるため、固定的な電源電圧を供給
する方法に比べて消費電力を削減することができる。
【００１０】
ところで、近年における加工寸法の微細化に伴って、ウェーハ間のばらつきや、ウェーハ
内のばらつきの他に、同一チップ内における局所的な特性のばらつきも顕著になりつつあ
りる。すなわち、同一のチップ内であっても、製造条件の僅かな揺らぎの影響を受けて、
異なる位置に形成されるトランジスタの特性に無視できないずれが生じる。
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こうした同一チップ内における特性のばらつきは、レプリカ回路とターゲット回路との間
にも生じるため、レプリカ回路を使って電源電圧の制御を行う場合は、このような特性ば
らつきの分についてもマージンを考慮する必要がある。
【００１１】
図７は、ターゲット回路とレプリカ回路とにおける局所的な特性の違いを考慮した場合の
動作電源電圧範囲を図解した図である。
ターゲット回路において正常な動作が保証される電源電圧の範囲は、ターゲット回路自体
の局所的な特性ばらつきのみを考慮した場合、下限電圧Ｖｌｌから上限電圧Ｖｌｈまでの
範囲となる。これに対し、レプリカ回路の局所的な特性ばらつきを考慮した場合の電源電
圧範囲は、下限電圧Ｖｒｌから上限電圧Ｖｒｈまでとなり、図７に示すように、下限電圧
Ｖｌｌから上限電圧Ｖｌｈまでの範囲に比べて高電圧側にシフトする。供給電圧不足によ
ってターゲット回路に誤動作を生じさせないためには、下限電圧Ｖｒｌを上限電圧Ｖｌｈ
と同一か、またはこれより高い電圧に設定する必要ある。
【００１２】
図８は、ターゲット回路とレプリカ回路との間における局所的な特性の違いを考慮した動
作電源電圧範囲を、図６に示す曲線Ｃ１～Ｃ３の特性を有するＬＳＩについてそれぞれ図
解した図である。
電圧Ｖ３は、最も低速な特性を有するＬＳＩのターゲット回路をクロック周波数ｆ１で正
常に動作させるために必要な電源電圧を示しており、クロック信号を周波数ｆ１に固定し
て使用する場合には、最小でもこの電圧Ｖ３の電源電圧を供給することにより、ターゲッ
ト回路の正常な動作が保証される。図８の例において、曲線Ｃ１，Ｃ２の特性を有する中
速から高速のＬＳＩでは、局所的な特性の違いによるマージンを考慮しても、レプリカ回
路の遅延特性から決定される電源電圧の最大値Ｖｒｈが、この電圧Ｖ３を超えることはな
い。
【００１３】
しかしながら、ＬＳＩが比較的低速な特性を持つ場合、レプリカ回路の遅延特性から決定
される電源電圧の最大値Ｖｒｈが電圧Ｖ３より大きくなる可能性がある。このような場合
、電圧Ｖ３の固定的な電源電圧を供給する方法に比べて、かえって消費電力が増大してし
まう不利益が生じる。
たとえば曲線Ｃ３の特性を有する最も低速なＬＳＩの場合、レプリカ回路の特性ばらつき
に相当する過剰な電圧（Ｖｒｈ－Ｖｒｌ）が電圧Ｖ３に加わるため、この過剰な電圧によ
る無駄な電力損失を招いてしまう。
【００１４】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、特性のばらつきを考慮し
た電源電圧のマージン分によって生じる無駄な電力損失を削減することができる半導体装
置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、本発明の半導体装置は、ターゲット回路のクリティカルパ
ス遅延特性を把握するための遅延モニタ手段を有する半導体装置であって、遅延モニタ手
段の遅延モニタ結果に基づいて、ターゲット回路に供給すべき電源電圧を設定する電圧設
定信号を生成する電圧設定信号生成手段と、電圧設定信号により設定される電源電圧の最
大値を前記半導体装置の製造ばらつきにおいて最も低速な特性を有するターゲット回路を
動作させるために最低限必要な電圧に制限する設定電圧制限手段とを有する。
【００１６】
本発明の半導体装置によれば、電圧設定信号生成手段において、遅延モニタ手段の遅延モ
ニタ結果に基づいて、ターゲット回路に供給すべき電源電圧を設定する電圧設定信号が生
成される。この電圧設定信号において設定される電源電圧の最大値は、設定電圧制限手段
において所定の値、たとえば、半導体装置の製造ばらつきに基づいて決まる電源電圧の最
大値に制限される。
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したがって、遅延モニタ手段の遅延モニタ結果に基づいて設定される電源電圧の値がこの
所定の値を超える場合でも、設定電圧制限手段において、電圧設定信号の設定電圧はこの
所定の値に制限される。
【００１７】
また、設定電圧制限手段は、ターゲット回路の動作状態を示す信号、たとえばターゲット
回路の動作クロック周波数を示す信号に応じて、制限すべき電源電圧の最大値を決定して
も良い。
【００１８】
この場合、設定電圧制限手段は、制限すべき電源電圧の最大値を設定する最大電圧設定信
号を記憶する第１の記憶手段と、第１の記憶手段に記憶された最大電圧設定信号において
設定される電源電圧の最大値と、電圧設定信号において設定される電源電圧の値とを比較
し、設定電圧が低い方の信号を出力する比較手段とを含み、さらに、複数の最大電圧設定
信号を記憶する第２の記憶手段と、ターゲット回路の動作状態を示す信号に応じて選択し
た最大電圧設定信号を第２の記憶手段から読み出して第１の記憶手段に転送する最大電圧
信号転送手段とを有しても良い。
上述した構成によれば、第２の記憶手段に記憶された複数の最大電圧設定信号の中から、
ターゲット回路の動作状態を示す信号に応じた最大設定信号が最大電圧信号転送手段によ
り選択されて読み出され、第１の記憶手段に転送される。比較手段では、第１の記憶手段
に記憶された最大電圧設定信号において設定される電源電圧の最大値と、電圧設定信号に
おいて設定される電源電圧の値とが比較され、設定電圧が低い方の信号が出力される。
【００１９】
また、設定電圧制限手段は、制限すべき電源電圧の最大値を設定する最大電圧設定信号を
それぞれ記憶する複数の第１の記憶手段と、複数の第１の記憶手段に記憶される最大電圧
設定信号の中から、ターゲット回路の動作状態を示す信号に応じた最大電圧設定信号を選
択する選択手段と、選択手段が選択した最大電圧設定信号において設定される電源電圧の
最大値と、電圧設定信号において設定される電源電圧の値とを比較し、設定電圧が低い方
の信号を出力する比較手段とを含んでも良い。
上述した構成によれば、選択手段において、複数の第１の記憶手段に記憶される最大電圧
設定信号の中から、ターゲット回路の動作状態を示す信号に応じた最大電圧設定信号が選
択される。比較手段では、選択手段が選択した最大電圧設定信号において設定される電源
電圧の最大値と、電圧設定信号において設定される電源電圧の値とが比較され、設定電圧
が低い方の信号が出力される。
【００２０】
また、第１の記憶手段は、記憶した信号を電気的に消去して書き換えることが可能な記憶
手段でも良いし、あるいは、１つまたは複数のフューズ回路を含み、フューズ回路のフュ
ーズの状態によって信号を記憶する記憶手段でも良い。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の好適な実施形態を添付図面に関連付けて説明する。
【００２２】
＜第１の実施形態＞
図１は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示すブロック図である
。
【００２３】
図１に示す半導体装置１１は、ターゲット回路（ＴＧＴ）１１と、パルス発生部（ＰＧ）
１２と、レプリカ回路（ＲＰＬＣ）１３と、電源電圧制御部（ＰＷ－ＣＴＬ）１４とを有
する。
また、半導体装置１１は、電圧設定信号Ｓ１４に応じて電圧値が制御される外部電源（Ｅ
ＸＴ－ＰＷ）２の電源電圧Ｖｄｄを受けて動作する。
なお、ターゲット回路１１は、本発明のターゲット回路の一実施形態である。
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レプリカ回路１３は、本発明の遅延モニタ手段の一実施形態である。
【００２４】
ターゲット回路１１は、半導体装置１の主たる回路を含んでおり、たとえば、パルス発生
部１２から出力されるクロック信号ＣＬＫに同期して動作するＤＳＰやＣＰＵなどの種々
の論理回路がその中に含まれる。これらの回路は、外部電源２から供給される電源電圧Ｖ
ｄｄを受けて動作する。
【００２５】
パルス発生部１２は、ターゲット回路１１およびレプリカ回路１３に供給するクロック信
号ＣＬＫを発生する。
【００２６】
レプリカ回路１３は、ターゲット回路１１のクリティカルパス遅延特性を把握するための
回路である。たとえば、ターゲット回路１１と共通の電源電圧Ｖｄｄを供給されて動作す
る複数の遅延素子を有しており、これらの遅延素子において、ターゲット回路１１の内部
における信号伝播遅延の要因となる遅延成分が模倣される。レプリカ回路１３に供給され
るクロック信号ＣＬＫには、このようにして模倣された遅延が与えられて、遅延信号Ｓ１
３として出力される。
【００２７】
電源電圧制御部１４は、レプリカ回路１３から出力される遅延信号Ｓ１３がクロック信号
ＣＬＫに対して有する遅延に基づいて、ターゲット回路１１に供給すべき電源電圧Ｖｄｄ
を設定する電圧設定信号Ｓ１４を生成する。ただし、電圧設定信号１４において設定され
る電源電圧Ｖｄｄの最大値は、所定の値に制限される。たとえば、半導体装置１１の製造
ばらつきを検査した結果に基づいて決定される、電源電圧の最大値Ｖｍａｘに制限される
。このため、外部電源（ＥＸＴ－ＰＷ）２から供給される電源電圧Ｖｄｄは、最大値Ｖｍ
ａｘに制限される。
【００２８】
図２は、図１に示す電源電圧制御部１４の構成の一例を示すブロック図である。
図２に示す電源電圧制御部１４は、電圧設定信号生成部（Ｖ－ＳＥＴ）１４１と、比較部
（ＣＯＭＰ）１４２と、レジスタ（ＲＥＧ）１４３とを有する。
なお、電圧設定信号生成部１４１は、本発明の電圧設定信号生成手段の一実施形態である
。
比較部１４２は、本発明の比較手段の一実施形態である。
レジスタ１４３は、本発明の第１の記憶手段の一実施形態である。
比較部１４２およびレジスタ１４３を含むユニットは、本発明の設定電圧制限手段の一実
施形態である。
【００２９】
電圧設定信号生成部１４１は、レプリカ回路１３から出力される遅延信号Ｓ１３がクロッ
ク信号ＣＬＫに対して有する遅延時間を検出し、この検出結果に基づいて、ターゲット回
路１１に供給すべき電源電圧Ｖｄｄを設定する電圧設定信号Ｓ１４１を生成する。
電圧設定信号Ｓ１４１は、たとえばクロック信号ＣＬＫとレプリカ回路１３の遅延信号Ｓ
１３との位相を比較し、遅延信号Ｓ１３がクロック信号ＣＬＫより１周期以上遅れている
場合には、電源電圧Ｖｄｄを高くするように設定した電圧設定信号Ｓ１４１を生成し、１
周期以上進んでいる場合には電源電圧Ｖｄｄを低くするように設定した電圧設定信号Ｓ１
４１を生成する。
【００３０】
レジスタ１４３は、制限すべき電源電圧の最大値Ｖｍａｘを設定する最大電圧設定信号Ｓ
１４３を記憶する。
レジスタ１４３としては、たとえば、記憶した信号を電気的に消去して書き換えることが
可能なＲＡＭやフラッシュＲＯＭなどの記憶装置を用いることができる。このような電気
的に書き換え可能な記憶装置を用いることにより、半導体装置の製造・評価後において、
個々の半導体装置に適切な最大値Ｖｍａｘを設定することができる。また、製品の出荷後
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であっても、設定した最大値Ｖｍａｘを容易に変更することができる。
また、レジスタ１４３としては、１つまたは複数のフューズ回路におけるフューズの状態
によって信号を記憶する記憶装置でも良い。このような記憶装置を用いても、個々の半導
体装置に適切な最大値Ｖｍａｘを設定することができる。また、フューズの切断によって
物理的に値が書き込まれるため、一度書き込んだ値を変更することはできないが、電気的
に書き換え可能な記憶装置に比べて回路規模や消費電力を小さくすることができる。
【００３１】
比較部１４２は、レジスタ１４３に記憶された最大電圧設定信号Ｓ１４３において設定さ
れる電源電圧の最大値Ｖｍａｘと、電圧設定信号Ｓ１４１において設定される電源電圧の
値とを比較し、設定電圧が低い方の信号を電圧設定信号Ｓ１４として出力する。したがっ
て、電圧設定信号Ｓ１４１において設定される電源電圧の値が最大値Ｖｍａｘを超える場
合、電圧設定信号Ｓ１４の設定電圧は最大値Ｖｍａｘに制限される。
【００３２】
ここで、上述した構成を有する半導体装置１における電源電圧Ｖｄｄの制御動作を説明す
る。
パルス発生部１２において生成されたクロック信号ＣＬＫは、レプリカ回路１３において
、ターゲット回路１１の信号伝播遅延特性を模倣した遅延が与えられ、遅延信号Ｓ１３と
して出力される。
電圧設定信号生成部１４１では、この遅延信号Ｓ１３がクロック信号ＣＬＫに対して有す
る遅延時間の検出が行われ、この検出結果に基づいて、ターゲット回路１１に供給すべき
電源電圧Ｖｄｄを設定する電圧設定信号Ｓ１４１が生成される。
生成された電圧設定信号Ｓ１４１は、比較部１４２において、レジスタ１４３に記憶され
た最大電圧設定信号Ｓ１４３と比較され、設定電圧が低い方の信号が、電圧設定信号Ｓ１
４として外部電源２に出力される。
外部電源２では、半導体装置１へ供給する電源電圧Ｖｄｄが、この電圧設定信号Ｓ１４に
おいて設定された電圧と等しくなるように制御される。
【００３３】
以上説明したように、図１および図２に示す構成を有する半導体装置１によれば、電源電
圧Ｖｄｄの大きさが、レプリカ回路１３の遅延信号Ｓ１３に基づいて把握されるターゲッ
ト回路１１の遅延特性に応じて設定されるとともに、このようにして設定される電圧が最
大値Ｖｍａｘに達する場合は、外部電源２に対する設定電圧がこの最大値Ｖｍａｘを超え
ないように制限される。
したがって、図６の曲線Ｃ３に示すように低速な特性を有する半導体装置１において、タ
ーゲット回路とレプリカ回路１３との間の特性ばらつきを考慮したマージン分のために、
レプリカ回路１３の遅延信号Ｓ１３に基づいて生成される電圧設定信号Ｓ１４１の設定電
圧が最大値Ｖｍａｘを超えてしまうような場合でも、外部電源２に対して設定される電圧
を、この最大値Ｖｍａｘ以下に制限することができる。このため、最大値Ｖｍａｘを超え
る過剰な電源電圧の供給を防止することができ、無駄な電力損失を減らすことができる。
【００３４】
＜第２の実施形態＞
図３は、第２の実施形態に係る半導体装置１Ａに含まれるパルス発生部１２、レプリカ回
路１３および電源電圧制御部１４Ａを抜き出して示したブロック図である。
【００３５】
本第２の実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点は、図１に示す電源電圧制御部１
４が、以下に述べる電源電圧制御部１４Ａに置き換えられることにある。
【００３６】
電源電圧制御部１４Ａは、レプリカ回路１３から出力される遅延信号Ｓ１３がクロック信
号ＣＬＫに対して有する遅延に基づいて、ターゲット回路１１に供給すべき電源電圧Ｖｄ
ｄを設定する電圧設定信号Ｓ１４を生成する。ただし、電圧設定信号１４において設定さ
れる電源電圧Ｖｄｄの最大値は、たとえば、半導体装置１１の製造ばらつきを検査した結
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果に基づいて決定される、電源電圧の最大値Ｖｍａｘに制限される。
さらに、電源電圧制御部１４Ａは、ターゲット回路１１の動作状態を示す信号、たとえば
ターゲット回路１１に供給されるクロック信号ＣＬＫの周波数を示す信号Ｓｍｏｄに応じ
て、制限すべき電源電圧の最大値Ｖｍａｘを決定する。
【００３７】
図４は、図３に示す電源電圧制御部１４Ａの構成の一例を示すブロック図である。
図４に示す電源電圧制御部１４Ａは、電圧設定信号生成部１４１と、比較部１４２と、レ
ジスタ１４３－０，…，１４３－３と、選択部１４４とを有する。ただし、図４と図２の
同一符号は同一の構成要素を示す。
また、レジスタ１４３－０，…，１４３－３は、本発明の複数の第１の記憶手段の一実施
形態である。
選択部１４４は、本発明の選択手段の一実施形態である。
比較部１４２、レジスタ１４３－０，…，１４３－３、および選択部１４４を含むユニッ
トは、本発明の設定電圧制限手段の一実施形態である。
【００３８】
レジスタ１４３－０，…，１４３－３は、ターゲット回路１１に供給されるクロック信号
ＣＬＫの周波数に応じて定められた複数の電源電圧最大値Ｖｍａｘ０～Ｖｍａｘ３を設定
する、最大電圧設定信号Ｓ１４３－０～Ｓ１４３－３を記憶する。
レジスタ１４３－０，…，１４３－３についても、上述したレジスタ１４３と同様に、電
気的に消去・書き換えが可能な記憶装置や、フューズ回路を含む記憶装置などを適用する
ことができる。
【００３９】
選択部１４４は、レジスタ１４３－０，…，１４３－３に記憶される最大電圧設定信号Ｓ
１４３－０～Ｓ１４３－３の中から、クロック信号ＣＬＫの周波数を示す信号Ｓｍｏｄに
応じた信号を選択し、最大電圧設定信号Ｓ１４３として出力する。
【００４０】
上述した構成を有する半導体装置１Ａによれば、既に述べた半導体装置１と同様に、レプ
リカ回路１３の遅延信号Ｓ１３がクロック信号ＣＬＫに対して有する遅延時間に基づいて
、ターゲット回路１１に供給すべき電源電圧Ｖｄｄを設定する電圧設定信号Ｓ１４１が生
成される。
また選択部１４４では、複数の最大電圧設定信号Ｓ１４３－０～Ｓ１４３－３の中から、
クロック信号ＣＬＫの周波数を示す信号Ｓｍｏｄに応じた信号が選択され、最大電圧設定
信号Ｓ１４３として出力される。
比較部１４２では、選択部１４４において選択された最大電圧設定信号Ｓ１４３と、生成
された電圧設定信号Ｓ１４１とが比較され、設定電圧が低い方の信号が、電圧設定信号Ｓ
１４として外部電源２に出力される。
外部電源２では、半導体装置１へ供給する電源電圧Ｖｄｄが、この電圧設定信号Ｓ１４に
おいて設定された電圧と等しくなるように制御される。
【００４１】
このように、上述した半導体装置１Ａによれば、外部電源２に対する設定電圧が最大値Ｖ
ｍａｘを超えないように制限されるため、半導体装置１と同様に、電力損失を抑えること
ができる。
また、この最大値Ｖｍａｘが、たとえばターゲット回路１１に供給されるクロック周波数
を示す信号のような、ターゲット回路１１の動作状態を示す信号Ｓｍｏｄに応じて決定さ
れる。このため、ターゲット回路１１の動作状態が変化する場合でも、この変化に応じて
適切な電源電圧の最大値Ｖｍａｘが設定されるため、過剰な電源電圧の供給による無駄な
電力損失をさらに効果的に抑えることができる。
【００４２】
たとえば、図６において動作クロック周波数が周波数ｆ１の場合には、外部電源２に対す
る設定電圧の最大値Ｖｍａｘを電圧Ｖ３に設定することにより、過剰な電源電圧の供給を
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効果的に防止することができる。しかしながら、動作クロック周波数が周波数ｆ１より低
い周波数ｆ２に変更されると、製造ばらつきを考慮した最小の動作電源電圧は電圧Ｖ３よ
り低くなる。この状態で、周波数ｆ１の最大値Ｖｍａｘ（電圧Ｖ３）をそのまま用いると
、より低い電源電圧でも動作可能にも関わらず、過剰な電源電圧を供給してしまう可能性
がある。上述した半導体装置１Ａによれば、動作クロック周波数を示す信号Ｓｍｏｄに応
じて適切な最大値Ｖｍａｘが選択されるため、上述した電源電圧の過剰な供給を防止し、
電力の無駄な損失を抑えることができる。
近年、携帯型電子機器の普及にともなって、消費電力の削減が大きな課題となっており、
たとえば機器の動作状態に応じてクロック周波数を動的に変化させることにより低消費電
力化を図る手法が多く採用されている。このような電子機器に上述した半導体装置１Ａを
適用すれば、動作クロック周波数に応じて適切な電源電圧最大値が設定されるため、無駄
な電力損失をより一層減らすことができる。
【００４３】
＜第３の実施形態＞
図５は、第３の実施形態に係る半導体装置１Ｂに含まれる電源電圧制御部１４Ｂの構成の
一例を示すブロック図である。
【００４４】
本第３の実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点は、図１に示す電源電圧制御部１
４が、図５に示す電源電圧制御部１４Ｂに置き換えられることにある。
【００４５】
図５に示す電源電圧制御部１４Ｂは、図２に示す電源電圧制御部１４と同一の構成を有す
るとともに、メモリ１４５と、最大電圧信号ロード部１４６とを有する。
なお、メモリ１４５は、本発明の第２の記憶手段の一実施形態である。
最大電圧信号ロード部１４６は、本発明の最大電圧信号転送手段の一実施形態である。
【００４６】
メモリ１４５は、ターゲット回路１１の動作状態、たとえばクロック信号ＣＬＫの周波数
に応じて定められた複数の電源電圧最大値を設定する複数の最大電圧設定信号を記憶する
。
メモリ１４５としては、ＳＲＡＭやＤＲＡＭなどの種々の記憶装置を用いることができる
。たとえば、ターゲット回路１１において他の回路からもアクセスされる汎用的なメモリ
を使用しても良い。
【００４７】
最大電圧信号ロード部１４６は、ターゲット回路１１の動作状態を示す信号、たとえばク
ロック信号ＣＬＫの周波数を示す信号Ｓｍｏｄに応じて選択した最大電圧設定信号をメモ
リ１４５から読み出して、レジスタ１４３に転送（ロード）する。
【００４８】
上述した構成を有する半導体装置１Ｂによれば、既に述べた半導体装置１と同様に、レプ
リカ回路１３の遅延信号Ｓ１３がクロック信号ＣＬＫに対して有する遅延時間に基づいて
、ターゲット回路１１に供給すべき電源電圧Ｖｄｄを設定する電圧設定信号Ｓ１４１が生
成される。
また最大電圧信号ロード部１４６では、メモリ１４５に記憶された複数の最大電圧設定信
号の中から、クロック信号ＣＬＫの周波数を示す信号Ｓｍｏｄに応じて選択した信号が読
み出され、レジスタ１４３にロードされる。
比較部１４２では、レジスタ１４３にロードされた最大電圧設定信号Ｓ１４３と、生成さ
れた電圧設定信号Ｓ１４１とが比較され、設定電圧が低い方の信号が、電圧設定信号Ｓ１
４として外部電源２に出力される。
外部電源２では、半導体装置１へ供給する電源電圧Ｖｄｄが、この電圧設定信号Ｓ１４に
おいて設定された電圧と等しくなるように制御される。
【００４９】
このように、上述した半導体装置１Ｂによれば、外部電源２に対する設定電圧が最大値Ｖ
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ｍａｘを超えないように制限されるため、半導体装置１と同様に、電力損失を抑えること
ができる。
また、この最大値Ｖｍａｘが、たとえばターゲット回路１１に供給されるクロック周波数
を示す信号のような、ターゲット回路１１の動作状態を示す信号Ｓｍｏｄに応じて決定さ
れるため、半導体装置１Ａと同様に、過剰な電源電圧の供給による無駄な電力損失を減ら
すことができる。
【００５０】
さらに、半導体装置１Ｂによれば、汎用的なメモリ１４５から１つのレジスタに対して最
大電圧設定信号をロードする構成を有しているため、半導体装置１Ａのように最大電圧設
定信号を記憶するための専用のレジスタを複数設ける構成に比べて、回路規模や消費電力
を小さくすることができる。
また、専用のレジスタを設ける半導体装置１Ａの構成では、設定すべき電源電圧最大値の
数が増加した場合、回路を変更しない限りこれに対応することができないが、半導体装置
１Ｂによれば、ソフトウェアの変更によってメモリ１４５上に確保する最大電圧設定信号
の記憶領域を増やすことが可能なため、こうした変更にも柔軟に対応することができる。
【００５１】
なお、本発明は上述した実施形態に限定されない。
たとえば、図４に示す電圧制御回路１４Ａにおいてレジスタの数は４つであるが、本発明
はこれに限定されず、任意の数のレジスタを設けることができる。
【００５２】
図１に示す半導体装置１では、電源が半導体装置の外部に設けられているが、本発明はこ
れに限定されず、電源の一部または全部が半導体装置内部に含まれる場合においても、本
発明は適用可能である。
【００５３】
【発明の効果】
本発明によれば、特性のばらつきを考慮した電源電圧のマージン分によって生じる無駄な
電力損失を削減することができる。
また、ターゲット回路の動作状態が変化する場合でも、これに応じた適切な電源電圧の最
大値を設定して電力損失の無駄を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の構成の一例を示すブロック図である
。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置に含まれる、電源電圧制御部の構成の一例を示
すブロック図である。
【図３】第２の実施形態に係る半導体装置に含まれるパルス発生部、レプリカ回路および
電源電圧制御部を抜き出して示した図である。
【図４】第２の実施形態に係る半導体装置に含まれる電源電圧制御部の構成の一例を示す
ブロック図である。
【図５】第３の実施形態に係る半導体装置に含まれる電源電圧制御部の構成の一例を示す
ブロック図である。
【図６】電源電圧と最大クロック周波数との関係の一例を図解した図である。
【図７】ターゲット回路とレプリカ回路とにおける局所的な特性の違いを考慮した場合の
動作電源電圧範囲を図解した図である。
【図８】ターゲット回路とレプリカ回路との間における局所的な特性の違いを考慮した動
作電源電圧範囲を、図６に示す各曲線の特性を有するＬＳＩについて図解した図である。
【符号の説明】
１…半導体装置、２…外部電源、１１…ターゲット回路、１２…パルス発生部、１３…レ
プリカ回路、１４，１４Ａ，１４Ｂ…電圧制御部、１４１…電圧設定信号生成部、１４２
…比較部、１４３，１４３－０～１４３－３…レジスタ、１４４…選択部、１４５…メモ
リ、１４６…最大電圧設定信号ロード部



(11) JP 4501352 B2 2010.7.14

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 4501352 B2 2010.7.14

【図６】

【図７】

【図８】



(13) JP 4501352 B2 2010.7.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０４－３６０３１２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２０３１６３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１３３７７２（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２１６３３８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２９５０８４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１００９６７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２６１２４２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３１９６３０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  21/822
              H01L  27/04
              H03K  19/00
              G06F  11/24
              H03K  5/14
              G11C  11/401


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

